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予約年金相談の活用と街角の年金相談センター福島の利用のお願い 

 

平成２５年１１月６日付、東北福島年金事務所より別添のとおり要請がありまし

た。 

街角の年金相談センター福島（以下「年金相談センター」という。）においては、

１１月５日から障害年金や労災が関わるものなどの手続き・相談について、ゆっくり

と相談に応じられるよう専用コーナーを設けました。年金相談センターでは、サービ

ス向上とあわせて相談員の資質の向上を図るため毎月１回の研修等に努め、各方面に

働きかけ利用の促進を図っているところですが、利用者をいかに増やすかが現在大き

な課題でありますので、年金相談センターを極力ご利用いただきたく、ご協力のほど

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

なお、年金事務所では障害年金等の手続きに関して受付を拒むものではありませ

ん。１０月より、福島県内の年金事務所と街角の年金相談センター福島において予約

制を導入しておりますので、障害年金等のご利用の際には、事前にご予約のうえご相

談いただきたくよろしくお願いいたします。 

 






